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海外渡航記録の調べ方

は
じ
め
に

当
館
へ
の
照
会
で
最
も
多
い
の
が
、
家
族
史
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
）

を
調
査
す
る
利
用
者
か
ら
の
、
幕
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
海
外
渡
航
者
記
録

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
探
し
て
い
る
記
録
が
目
録
上
の
ど

の
史
料
に
含
ま
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
探
せ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ

た
質
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
渡
航
し
た
年
月
日
か
ら
当
該
史
料
を
探
す
際

に
、
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
史
料
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
、『
外
交
史
料
館

所
蔵 

戦
前
期
外
務
省
記
録
総
目
録
』（
原
書
房
、
一
九
九
二
年
）
の
目
録
情
報
と

し
て
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
一
二
月

よ
り
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
検

索
シ
ス
テ
ム
」）
に
お
い
て
も
、
同
様
に
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利
用
者
は
、
件

名
か
ら
推
測
さ
れ
る
史
料
全
て
を
閲
覧
申
請
し
て
当
該
記
録
を
調
査
す
る
と
い
っ

た
手
間
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
当
館
で
は
「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
七

月
法
律
第
六
六
号
）」
第
一
五
条
第
四
項
及
び
、「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、

利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
第
九
条
（
目
録
の
作
成
及
び
公
表
）

に
則
り
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
関
す
る
、「
そ
の
他
適
切
な
保
存
及
び
利
用
に

資
す
る
情
報
」
と
し
て
、
利
用
頻
度
が
高
い
旅
券
下
付
表
を
始
め
と
す
る
、
渡
航

者
名
簿
等
の
作
成
年
月
日
、
簿
冊
の
目
次
や
史
料
に
収
録
さ
れ
た
用
箋
の
情
報
等

（
史
料
を
作
成
し
た
移
民
会
社
名
が
記
載
）
を
検
索
シ
ス
テ
ム
の
目
録
情
報
に
追

記
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
の
検
索
の
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
利
便
性
向
上
の
取
り
組
み
を
進
め
る
一
方
で
、
本
稿
で
は
よ
り
容

易
に
こ
れ
ら
の
史
料
を
活
用
で
き
る
よ
う
、
関
連
す
る
史
料
を
概
括
し
た
上
で
、

移
民
旅
券
の
発
給
記
録
や
渡
航
者
名
簿
の
効
率
的
な
調
査
方
法
を
詳
し
く
紹
介
す

る
。な

お
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
渡
航
記
録
は
、
戦
前
期
に
労
働
に
従
事
す
る
目
的

で
海
外
に
渡
航
し
た
者
や
そ
の
所
在
地
に
同
行
し
た
家
族
（
移
民
保
護
法
第
一

条
）
（
１
）、
い
わ
ゆ
る
移
民
に
加
え
、
そ
の
他
、
広
く
海
外
の
諸
地
域
に
渡
航
し
た
民

間
人
も
対
象
と
す
る
。

活
動
報
告海

外
渡
航
記
録
の
調
べ
方

　
　

史
料
管
理
・
閲
覧
室
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一　

調
査
方
法

具
体
的
な
調
査
方
法
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
当
館
の
所
蔵
史
料
情
報
を
整
理

し
た
。
本
稿
末
尾
の
リ
ス
ト
【
外
交
史
料
館
所
蔵　

海
外
渡
航
関
連
記
録
】
の
内

容
に
つ
き
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
利
用
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
調
査
が
容
易
に
な
る
よ
う
、
関

連
す
る
簿
冊
等
を
大
き
く
八
つ
、「
①
旅
券
発
給
関
係
、
②
渡
航
者
名
簿
、
③
帰
国

者
名
簿
、
④
死
亡
者
名
簿
、
⑤
身
分
関
係
届
（
結
婚
、
出
生
、
死
亡
、
他
）、
⑥
在

留
邦
人
名
簿
、
⑦
呼
寄
せ
・
帰
国
・
営
業
等
証
明
、
⑧
実
業
者
名
簿
」
に
分
類
し
た
。

①
は
旅
券
発
給
記
録
で
あ
り
、
関
連
史
料
の
中
で
最
も
大
き
な
史
料
群
と
な
っ

て
い
る
。
②
は
そ
の
次
に
大
き
な
史
料
群
と
な
っ
て
お
り
、
各
地
域
・
時
代
ご
と

に
分
類
さ
れ
た
渡
航
者
名
簿
で
あ
る
。
③
は
海
外
か
ら
の
帰
国
者
名
簿
で
あ
り
、

太
平
洋
戦
争
の
開
戦
に
よ
り
、
断
交
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
）
に
取
り
残
さ

れ
た
外
交
官
、
駐
在
員
、
留
学
生
な
ど
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
に
運
航
さ
れ
た
交
換

船
の
乗
船
者
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
は
渡
航
先
で
亡
く
な
っ
た
方
の
名
簿

で
あ
り
、
⑤
は
渡
航
者
の
家
族
等
の
届
け
出
と
な
っ
て
い
る
。
⑥
は
各
国
・
各
地

域
の
在
留
邦
人
名
簿
で
あ
り
、
⑦
は
家
族
・
親
族
等
の
呼
寄
せ
や
、
一
時
帰
国
者

の
名
簿
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
営
業
許
可
に
関
す
る
史
料
は
、
⑧
の
実
業
者
名
簿
と

併
せ
て
利
用
さ
れ
た
い
。

（
一
）
渡
航
年
月
日
、
及
び
旅
券
発
行
地
か
ら
探
す

調
査
対
象
の
人
物
の
渡
航
年
月
日
な
ら
び
に
国
内
の
本
籍
ま
た
は
住
所
等
が
明

確
で
あ
る
場
合
、
利
用
者
が
最
初
に
調
査
を
行
う
べ
き
史
料
群
が
、
①
旅
券
発
給

関
係
の
「
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
で
あ
る
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
分
類
番
号3.8.5.2

「
航
海
人

明
細
鑑
」、分
類
番
号3.8.5.5

「
海
外
旅
券
勘
合
簿
」、分
類
番
号3.8.5.5-1

〜12

「
海

外
旅
券
勘
合
簿　

長
崎
県
之
部
／
沖
縄
県
之
部
／
山
口
県
之
部
／
兵
庫
県
之
部

等
」、分
類
番
号3.8.5.6

「
於
開
港
場
免
状
相
渡
候
航
海
人
銘
鑑
」、分
類
番
号3.8.5.8

「
海
外
旅
券
下
付
（
附
与
）
返
納
表
進
達
一
件
（
附
与
明
細
表
）」
な
ら
び
に
、
分

類
番
号J.2.2.0.J13-7

「
外
国
旅
券
下
付
表
一
件　

府
県
報
告
」
で
あ
る
。
分
類

番
号
が
３
で
始
ま
る
外
務
省
記
録
の
簿
冊
は
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
〜
大
正

一
五
（
一
九
二
六
）
年
九
月
ま
で
の
幕
末
・
明
治
・
大
正
期
の
旅
券
発
給
記
録
で
、

分
類
番
号
が
Ｊ
で
始
ま
る
簿
冊
が
昭
和
元
（
一
九
二
六
）
年
九
月
〜
昭
和
一
九

（
一
九
四
四
）
年
九
月
ま
で
の
昭
和
戦
前
期
の
旅
券
発
給
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

計
三
一
九
簿
冊
に
及
ぶ
史
料
の
た
め
、
調
査
の
着
手
に
臆
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
れ
ら
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
閲
覧
室
に
備
え
付
け
の
「
旅
券
マ
イ
ク

ロ
検
索
簿
」
を
頼
り
に
、
コ
マ
番
号
に
よ
る
検
索
に
よ
っ
て
、
比
較
的
簡
単
に
該

当
期
間
の
発
給
記
録
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
史
料
を
利
用
す
る
際
に
は
、
発
給
記
録
の
時
期
に
よ
り
、
左
記
の

通
り
分
類
方
法
が
異
な
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

〇 

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
〜
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年　

渡
航
先
別
発
給

記
録
（
外
務
省
発
給
分
を
含
む
）

〇 
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
頃
〜
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
頃　

神
奈
川
、

長
崎
等
の
開
港
場
管
庁
別
発
給
記
録
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〇 
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
〜
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
六
月　

氏
名
イ

ロ
ハ
順
発
給
記
録
（
外
務
省
発
給
分
を
含
む
）

〇 

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
七
月
〜
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年　

氏
名
イ

ロ
ハ
順
発
給
記
録
（
外
務
省
発
給
分
を
含
む
）、
開
港
場
管
庁
別
発
給
記
録

〇 

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
以
降　

各
府
県
別
発
給
記
録
（
明
治
三
二
年
、

三
三
年
は
氏
名
イ
ロ
ハ
別
本
省
発
給
記
録
（
公
用
）
あ
り
）

明
治
期
の
旅
券
は
、
時
期
や
目
的
に
よ
り
発
給
方
法
が
異
な
る
た
め
、
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
明
治
一
一
年
に
海
外
旅
券
規
則
が
制
定
さ
れ
、
旅
券
は
開
港
場
管

庁
に
お
い
て
下
付
さ
れ
て
い
た
が
、
渡
航
者
の
増
加
に
伴
い
、
官
庁
に
お
け
る
事

務
の
簡
素
化
を
図
る
べ
く
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
一
一
月
一
五
日
付
で
、

旅
券
は
申
請
者
が
在
籍
す
る
地
方
行
政
庁
か
ら
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま

た
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
六
月
一
日
以
降
は
、
移
民
専
用
旅
券
が
実
用
化

さ
れ
、
移
民
に
つ
い
て
は
、
本
籍
地
又
は
寄
留
地
の
府
県
庁
（
東
京
で
あ
れ
ば
警

視
庁
）
に
渡
航
許
可
申
請
を
出
願
し
、
移
民
は
出
願
し
た
府
県
庁
で
ま
ず
渡
航
許

可
証
の
発
給
を
受
け
、
そ
の
後
、
旅
券
は
出
発
港
（
横
浜
、
神
戸
、
長
崎
等
）
所

在
地
の
地
方
庁
か
ら
下
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
２
）。

一
方
、
渡
航
者
が
「
非
移
民
」
の
場
合
は
原
則
と
し
て
、
引
続
き
本
籍
地
又
は

寄
留
地
の
府
県
庁
に
出
願
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
該
当
の
府
県
庁
の
旅

券
発
給
記
録
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、「
移
民
」「
非
移
民
」
に
関
わ
ら

ず
旅
券
発
給
記
録
に
記
載
さ
れ
た
下
付
日
付
よ
り
起
算
し
て
、
六
ヵ
月
以
内
に
日

本
を
出
発
し
な
け
れ
ば
旅
券
の
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
３
）。

そ
れ
ゆ
え
、

調
査
対
象
で
あ
る
人
物
の
渡
航
日
が
判
明
し
て
い
る
場
合
は
六
ヵ
月
前
ま
で
遡
っ

て
、
本
籍
地
、
寄
留
地
の
府
県
庁
の
み
な
ら
ず
神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
長
崎
県
等

の
出
発
港
管
庁
の
旅
券
発
給
記
録
や
以
下
で
紹
介
す
る
渡
航
許
可
申
請
名
簿
等
を

調
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
以
降
、
渡
航
先
別
か
ら
氏
名
イ
ロ
ハ
順
へ
と
各
府

県
別
発
給
記
録
の
分
類
が
変
化
し
た
の
は
、
移
民
数
の
増
加
に
伴
う
事
務
手
続
き

の
簡
素
化
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
４
）。

移
民
会
社
が
渡
航
申
請
を
代
行
す
る

よ
う
に
な
り
、
同
申
請
は
県
知
事
（
地
方
長
官
）
を
通
じ
て
外
務
省
へ
と
送
ら
れ

た
。
県
知
事
は
県
出
身
者
の
旅
券
取
得
の
た
め
に
必
要
な
出
願
書
、
保
証
書
を
発

行
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
（
５
）。

各
府
県
か
ら
外
務
省
に
送
ら
れ
た
旅
券
発
給
記
録

は
府
県
ご
と
に
書
式
が
異
な
り
、
名
簿
に
旅
券
番
号
・
氏
名
・
原
籍
・
渡
航
先
に

加
え
、
渡
航
許
可
の
年
月
日
、
渡
行
時
の
年
齢
や
渡
航
目
的
、
就
業
先
で
の
労
働

契
約
期
限
、
ま
た
は
「
平
民
」「
農
民
」
と
い
う
族
籍
な
い
し
職
業
が
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
、
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
旅
券
発
給
記

録
で
確
認
で
き
る
情
報
は
各
府
県
で
一
律
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

旅
券
発
給
記
録
に
名
前
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
家
族
や
親
族
等
は
、
呼

び
寄
せ
で
渡
航
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
⑥
在
留
邦
人
名
簿
や
、
⑦

呼
寄
せ
・
帰
国
・
営
業
等
証
明
の
中
に
該
当
す
る
名
前
が
な
い
か
調
査
す
る
と
良

い
。
さ
ら
に
、
分
類
番
号3.8.2.364

「
移
民
名
簿
」（
明
治
三
六
〜
三
七
年
）、
或

い
は
分
類
番
号3.8.2.371

「
府
県
移
民
名
簿
」（
明
治
二
八
〜
二
九
年
）
と
い
っ

た
簿
冊
も
併
せ
て
確
認
さ
れ
た
い
。

（
二
）
移
民
取
扱
人
（
移
民
会
社
）
か
ら
探
す
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前
述
の
と
お
り
、
戦
前
期
は
移
民
数
が
増
加
す
る
中
で
、
移
民
会
社
に
よ
る
渡

航
申
請
代
行
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
移
民
会
社
に
関
連
す
る
記
録
、
特
に

②
渡
航
者
名
簿
か
ら
、
調
査
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

児
玉
正
昭
に
よ
れ
ば
、
移
民
会
社
の
沿
革
を
時
期
区
分
す
る
と
お
お
よ
そ
以
下

の
五
期
に
区
分
で
き
る
（
６
）。

こ
の
区
分
に
依
拠
し
つ
つ
、移
民
会
社
の
変
遷
と
共
に
、

利
用
可
能
な
史
料
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
期
は
、
日
本
最
初
の
移
民
会
社
で
あ
る
日
本
吉
佐
移
民
会
社
が
成
立
し
た

明
治
二
四（
一
八
九
一
）年
一
二
月
か
ら
、
移
民
取
扱
業
者
の
取
締
り
強
化
を
目
的

と
し
て
明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
四
月
に
移
民
保
護
規
則
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
で

あ
り
、
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
に
は
政
府
取
り
扱
い
の
ハ
ワ
イ
へ
の
官
約
移

民
が
実
施
さ
れ
、
海
外
へ
の
移
民
希
望
者
が
増
加
し
、
出
発
港
で
あ
る
横
浜
で
は

移
民
相
手
の
宿
屋
が
渡
航
の
世
話
を
行
う
な
ど
、
移
民
希
望
者
の
旅
券
下
付
の
周

旋
を
業
と
す
る
者
が
か
な
り
の
数
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
日
本
郵
船

の
吉
川
泰
次
郎
と
秀
英
舎
の
佐
久
間
貞
一
に
よ
り
、
移
民
取
り
扱
い
を
業
務
と
す

る
日
本
吉
佐
移
民
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
ハ
ワ
イ
は
政
府
取
り
扱
い
で
あ
っ
た
た

め
、
同
社
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
・
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
・
ガ
ー

ル
ド
ル
ー
プ
（
グ
ア
ド
ル
ー
プ
）島
・
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
島
な
ど
に
移
民
を
送
出

し
て
い
る
。
そ
の
後
、
日
本
明
治
移
民
株
式
会
社
・
横
浜
移
民
合
資
会
社
・
横
浜

海
外
殖
民
合
資
会
社
な
ど
の
会
社
が
現
れ
、
ア
メ
リ
カ
本
土
・
カ
ナ
ダ
方
面
へ
の

渡
航
者
の
周
旋
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
期
は
、
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
四
月
の
移
民
保
護
規
則
公
布
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
本
土
の
契
約
移
民
禁
止
条
例
が
ハ
ワ
イ
に
適
用
さ
れ
、
日
本
政
府
が
移

民
会
社
に
よ
る
移
民
の
送
出
を
禁
止
し
た
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
六
月
ま
で

で
あ
る
。
当
該
期
に
は
官
約
移
民
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
民
間
業
者
に
移
民
の
募
集

周
旋
事
務
が
委
託
さ
れ
、
移
民
会
社
に
よ
る
ハ
ワ
イ
へ
の
契
約
移
民
送
出
の
最
盛

期
と
な
っ
た
。
渡
航
者
名
簿
と
し
て
は
、「
ハ
ワ
イ
移
民
関
係
史
料
」
の
分
類
番
号

布
哇
移
民
5
〜
7
を
参
照
さ
れ
た
い
。

第
三
期
は
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
八
月
、
日
本
政
府
が
移
民
会
社
に
よ

る
自
由
移
民
の
ハ
ワ
イ
渡
航
を
許
可
し
て
か
ら
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
二

月
、
日
米
紳
士
協
約
の
成
立
に
よ
り
ハ
ワ
イ
を
含
む
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
が
制
限

さ
れ
る
ま
で
で
あ
る
。
同
期
間
は
、
ハ
ワ
イ
・
ア
メ
リ
カ
本
土
・
カ
ナ
ダ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
や
南
米
の
メ
キ
シ
コ
・
ペ
ル
ー
な
ど
へ
移
民
が

移
民
会
社
を
通
じ
て
送
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
当
該
期
に
限
ら
な
い
が
、
移
民
多
出

県
で
あ
る
四
県
（
広
島
県
・
山
口
県
・
福
岡
県
・
熊
本
県
）
の
移
民
数
の
移
民
総

数
に
占
め
る
割
合
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
７
）。

ま
た
、
明
治
三
八

（
一
九
〇
五
）
年
か
ら
は
沖
縄
県
が
移
民
多
出
県
と
な
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す

る（
８
）。当

該
期
に
、
主
な
移
民
会
社
が
送
出
し
た
国
・
地
域
別
、
渡
航
者
の
出
身
県
別

人
数
等
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
一
月
に
外
務
省
通
商
局
が
ま

と
め
た
調
書
で
あ
る
『
移
民
取
扱
人
ニ
依
ル
移
民
之
沿
革
』（
分
類
番
号
通367

）

が
比
較
的
よ
く
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
渡
航
時
期
や
、
出
航
し
た
港
、
船
便
と
い
っ

た
情
報
に
つ
い
て
も
一
部
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
史
料
を
検
索
す
る
際
の
手
掛

か
り
と
な
る
。

ま
た
、
移
民
取
扱
人
数
が
多
い
移
民
会
社
か
ら
順
に
表
示
し
た
も
の
が
、
一
六
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九
頁
の
「
移
民
取
扱
人
（
移
民
会
社
）
変
遷
表
」
で
あ
る
。
渡
航
者
は
、
居
住
地

に
近
い
移
民
会
社
の
所
在
地
を
通
じ
て
、
旅
券
発
給
を
受
け
て
い
た
可
能
性
が
高

い
た
め
、
会
社
別
に
整
理
さ
れ
た
分
類
番
号3.8.2.38

「
移
民
取
扱
人
ヲ
経
由
セ

ル
海
外
渡
航
者
名
簿
」
及
び3.8.2.318

「
移
民
取
扱
人
経
由
ノ
渡
航
者
名
簿
一
件
」

や
、
県
別
に
整
理
さ
れ
た3.8.2.320

「
移
民
取
扱
人
取
扱
移
民
渡
航
認
可
報
告
雑

纂
」
及
び3.8.2.350

「
移
民
取
扱
人
取
扱
移
民
渡
航
認
可
報
告
雑
件
」
な
ど
の
簿

冊
を
調
査
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
紙
幅
の
関
係
で
今
回
は
紹
介
で
き
な
い
が
、
分
類
番
号3.8.2.

＊
に
含

ま
れ
る
各
移
民
会
社
名
の
「
○
○
会
社
取
扱
移
民
渡
航
認
可
報
告
雑
件
」
に
は
、

各
府
県
知
事
及
び
外
務
省
通
商
局
長
宛
の
渡
航
許
可
申
請
者
の
名
簿
が
含
ま
れ
て

お
り
、
出
国
の
予
定
時
期
や
船
名
等
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ

し
、
ハ
ワ
イ
へ
の
渡
航
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、「
ハ
ワ
イ
移
民
関
係
史
料
」
の
分

類
番
号
布
哇
移
民8-1

〜10

に
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
同
史
料
を
参
照
さ
れ
た

い
。一

方
で
、同
時
期
に
移
民
会
社
を
介
さ
な
い
で
渡
航
し
た
者
の
名
簿
と
し
て
は
、

分
類
番
号3.8.2.90

「
移
民
取
扱
人
ニ
依
ラ
サ
ル
移
民
ニ
対
シ
渡
航
許
可
ヲ
与
ヘ

タ
ル
者
ノ
姓
名
月
表
警
視
庁
府
県
ヨ
リ
報
告
一
件
」（
明
治
三
〇
〜
四
一
年
）
が

参
考
と
な
る
。

第
四
期
は
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
二
月
、
日
米
紳
士
協
約
が
成
立
し
て
か

ら
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
一
一
月
、
海
外
興
行
株
式
会
社
が
森
岡
移
民
株
式

会
社
を
買
収
し
唯
一
の
移
民
会
社
と
な
る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
同
期
間
は
、
移

民
会
社
の
統
廃
合
が
進
み
、
従
来
の
ハ
ワ
イ
中
心
の
移
民
送
出
か
ら
、
新
し
い
移

民
送
出
地
と
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
・
ペ
ル
ー
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
メ
キ
シ
コ
な
ど
南
米

を
中
心
と
し
た
開
拓
へ
と
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る

会
社
が
続
出
し
た
時
期
で
あ
る
。

同
時
期
の
渡
航
者
名
簿
と
し
て
は
、「
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
に

加
え
、
分
類
番
号3.8.2.38

「
移
民
取
扱
人
ヲ
経
由
セ
ル
海
外
渡
航
者
名
簿
」（
明

治
二
六
〜
大
正
一
〇
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
当
該
期
に
つ
い
て
は
、
渡
航
先

地
域
別
に
纏
め
ら
れ
た
名
簿
は
な
い
た
め
、
南
米
地
域
へ
移
民
を
送
出
し
た
各
移

民
会
社
の3.8.2.

＊
「
取
扱
移
民
渡
航
認
可
報
告
雑
件
」
を
調
査
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
横
浜
海
外
移
住
資
料
館
で
は
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年

〜
昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
ま
で
に
契
約
移
民
と
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
航
し
た

日
本
人
の
名
簿
『
伯
剌
西
爾
行
移
民
名
簿
』
全
一
三
五
巻
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
〜
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
ま
で
に
契
約

移
民
と
し
て
ペ
ル
ー
へ
渡
航
し
た
日
本
人
の
名
簿
「Pioneros

（
ペ
ル
ー
日
本
人

移
民
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）」
を
Ｗ
ｅ
ｂ
公
開
（U

R
L: http://dji.jom

m
.jp/jp/

search.php

）
し
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
考
に
さ
れ
た
い
。

そ
し
て
、
第
五
期
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
以
降
の
海
外
興
業
株
式
会
社
が

一
手
に
移
民
送
出
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
移
民
政
策
が
戦
前
に
お

い
て
最
も
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
昭
和
初
年
以
降
、
南
米
へ
の
渡

航
が
最
盛
期
を
迎
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
農
業
移
民
が
占
め
る
こ

と
に
な
っ
た
（
９
）。
当
該
期
に
つ
い
て
も
、「
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」

に
加
え
て
、
該
当
す
る
地
域
（
渡
航
先
）
の
分
類
番
号J.1.2.0.J3-1

＊
「
本
邦
移

民
取
扱
人
関
係
雑
件　

海
外
興
業
株
式
会
社　

海
外
渡
航
者
名
簿
」、
さ
ら
に
、
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南
米
航
路
に
実
績
が
あ
っ
た
船
会
社
の
乗
船
名
簿
で
あ
る
分
類
番
号J.1.2.0.J1-1-1

「
移
民
運
送
船
関
係
雑
件　

大
阪
商
船
株
式
会
社　

旅
客
名
簿
」（
昭
和
二
〜
一
六

年
）、
及
びJ.1.2.0.J1-2-1

「
移
民
運
送
船
関
係
雑
件　

日
本
郵
船
株
式
会
社　

旅

客
名
簿
」（
昭
和
二
〜
一
三
年
）
な
ど
を
調
査
さ
れ
た
い
。

（
三
）
乗
船
名
等
か
ら
探
す

大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
間
に
海
外
に
渡
航
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
年
月
日
が

不
明
な
場
合
は
、
乗
船
し
た
船
名
か
ら
調
べ
る
方
法
も
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
五

（
一
九
三
〇
）
年
に
通
商
局
第
三
課
が
作
成
し
た
調
書
、
分
類
番
号
通
三
94
『
移

民
運
送
船
之
研
究
』
の
附
録
第
六
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
海
外
航
路
別
に
記
載

さ
れ
た
船
名
の
発
航
年
月
か
ら
、お
お
よ
そ
の
渡
航
年
や
出
発
港
を
絞
込
み
つ
つ
、

同
船
を
所
有
す
る
前
出
の
船
会
社
の
旅
客
名
簿
や
移
民
会
社
別
の
渡
航
者
名
簿
、

さ
ら
に「
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」を
調
べ
る
手
段
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
当
館
所
蔵
史
料
で
は
な
い
が
、
以
下
の
英
字
新
聞
を
使
っ
て
、
同
様
に

船
名
か
ら
渡
航
者
を
探
し
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
移
民

が
乗
船
す
る
三
等
船
客
の
リ
ス
ト
で
は
な
く）
10
（

、
一
、二
等
船
客
の
非
移
民
の
乗
船

者
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
船
名
と
出
航
年
月
日
を
手
掛
か

り
に
、「
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
を
確
認
し
、
戸
籍
情
報
等
を
得

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

T
he Japan W

eekly M
ail

（
横
浜
発
行
）

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
〜
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
分

【
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
】

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
〜
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
分

【
横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵
】

＊ LA
T
EST

 SH
IPPIN

G

欄
に
出
航
・
到
着
船
の
名
称
、
船
籍
、
船
長
名
、

経
由
港
及
び
目
的
地
、
一
・
二
等
船
室
乗
客
名
、
乗
船
者
数
の
記
載
あ
り
。

＊ 

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
に
吸
収
・
合
併
。

＊ 

な
お
、
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
一
七
年
分
は
、
復
刻
版
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー

ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』
全
一
四
五
巻
（
別
冊
含
む
）
と
し
て
、
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・

シ
ナ
プ
ス
か
ら
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

T
he R

ising Sun and N
agasaki E

xpress

（
長
崎
発
行
）

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
〜
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年　

【
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
】

T
he H

yogo N
ew
s

（
神
戸
発
行
）

 

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
〜
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年

七
三
六
〜
三
九
〇
五
号
（
欠
号
多
数
あ
り
）【

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
】

二
、
今
後
の
課
題

今
回
、
本
邦
渡
航
者
名
簿
関
係
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
分
類
番
号3.8.2.

＊
の
各
移
民
会
社
別
の
「
取
扱
移
民
渡
航
認
可
報
告
雑
件
」

に
は
、
移
民
契
約
者
の
名
簿
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
現
段
階
で
は
調
査
未
了
の
た
め
、
同
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
渡
航
予
定



－ 167 －

海外渡航記録の調べ方

日
等
を
目
録
情
報
と
し
て
採
録
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
今
後
、
目
録
情

報
に
追
加
し
て
い
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
研
究
者
等
の
協
力
が
必
要

と
な
る
が
、
移
民
会
社
や
船
会
社
が
ど
の
移
民
船
（
船
舶
名
）
を
使
っ
て
、
ど
う

い
っ
た
国
や
地
域
に
移
民
を
送
出
し
て
い
た
の
か
を
表
な
ど
で
整
理
で
き
れ
ば
、

先
の
移
民
会
社
別
の
簿
冊
に
含
ま
れ
る
渡
航
者
名
簿
か
ら
調
査
対
象
の
人
物
を
高

い
精
度
で
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
の
み
閲
覧
に
供
し
て
い
た
旅
券
発
給

記
録
で
あ
る
が
、
同
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
へ
の
変
換
を
準
備
中

で
あ
る
。
将
来
的
に
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
で
複
写
申
請
の
帳
票
印
刷
を
可
能

と
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
複
写
の
受
付
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

取
り
組
み
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
文
責　

佐
久
間
）

注（
１
）
明
治
二
九
年
四
月
七
日
法
律
第
七
〇
号
「
移
民
保
護
法
」（
外
務
省
記
録3.8.1.4-1

「
移

民
法
及
旅
券
事
務
関
係
雑
件
（
打
合
会
議
ヲ
含
ム
）
旅
券
並
移
民
事
務
取
扱
参
考
書
」

第
四
巻
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
。
以
下
同
じ
）。
明
治
三
五
年
法
律
第
四
号
改
正

を
も
っ
て
、移
民
は
「
清
韓
両
国
以
外
」
の
外
国
に
渡
航
す
る
者
を
指
す
こ
と
と
な
っ

た
。

（
２
）
明
治
三
三
年
八
月
一
〇
日
起
案
「
海
外
旅
券
規
則
改
正
ノ
件
」（
外
務
省
記
録3.8.5.10

「
外
国
旅
券
規
則
及
同
規
則
取
扱
手
続
制
定
一
件
」）、
明
治
四
二
年
四
月
一
〇
日
通
商

局
長
発
警
視
庁
、
北
海
道
庁
、
各
府
県
他
宛
「
外
国
旅
券
規
則
取
扱
手
続
改
正
ノ
件
」、

同
右
、
外
務
省
通
商
局
第
三
課
「
海
外
渡
航
案
内
」
一
九
三
二
年
、
分
類
番
号
通

三
35
（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、
四
―
五
頁
。

（
３
）
明
治
三
三
年
六
月
四
日
外
務
省
令
第
二
号
「
外
国
旅
券
規
則
」
第
九
条
（
前
掲
、
外

務
省
記
録3.8.5.10

）。

（
４
）
明
治
三
三
年
六
月
四
日
「
外
国
旅
券
規
則
取
扱
手
続
」
第
六
条
に
よ
り
、「
氏
『
イ
ロ

ハ
』
分
ケ
ヲ
以
テ
…
（
中
略
）
…
順
次
一
括
ニ
綴
リ
前
三
ヶ
月
分
ヲ
毎
年
一
月
四
月

七
月
十
月
ノ
四
回
」
外
務
省
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
５
）
各
府
県
に
お
け
る
移
民
の
渡
航
許
可
申
請
の
手
続
を
定
め
た
訓
令
に
つ
い
て
は
、
外

務
省
記
録3.8.1.7

「
移
民
保
護
法
施
行
上
ノ
手
続
及
旅
券
規
則
取
扱
方
ニ
関
シ
制
定
シ

タ
ル
府
県
令
内
規
一
件
」
第
一
・
二
巻
を
参
照
の
こ
と
。

（
６
）
児
玉
正
昭
『
日
本
移
民
史
研
究
序
説
』
渓
水
社
、一
九
九
二
年
、二
五
四
―
二
五
六
頁
。

（
７
）
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
か
ら
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
四
県
の
全
移
民
数

に
占
め
る
割
合
は
、
広
島
県
が
四
三
、九
四
〇
人
（
二
二
・
五
％
）、
熊
本
県
が

二
四
、二
四
二
人
（
一
二
・
四
％
）、
山
口
県
が
二
〇
、八
二
三
人
（
一
〇
・
七
％
）、

福
岡
県
が
一
八
、六
八
一
人
（
九
・
六
％
）
で
あ
り
、
四
県
で
五
五
・
二
％
と
半
数
以

上
を
占
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
沖
縄
県
は
一
二
、七
〇
四
人
（
六
・
五
％
）
で
あ
り
、

五
県
合
わ
せ
る
と
六
一
・
七
％
で
六
割
以
上
を
占
め
て
い
た
。（「
表
二
―
６
府
県
別

累
計
移
民
数
（
一
八
九
九
―
一
九
一
〇
年
）」、
児
玉
前
掲
書
、
二
六
八
頁
を
参
照
）。

（
８
）
各
移
民
会
社
を
通
じ
た
同
県
の
移
民
名
簿
と
し
て
は
、
沖
縄
県
立
図
書
館
資
料
編
集

室
編
『
沖
縄
県
史
料 

近
代
五 

移
民
名
簿
一
（
明
治
三
十
二
年
〜
明
治
三
十
九
年
）』

沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
、
及
び
、
同
『
沖
縄
県
史
料　

近
代
六　

移
民

名
簿
二
（
明
治
四
十
年
〜
明
治
四
十
四
年
）』、
一
九
九
四
年
を
参
照
の
こ
と
。
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（
９
）
同
時
期
の
移
民
政
策
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
口
邦
紘
「
史
料
紹
介 

第
一
次

大
戦
後
の
移
民
政
策
―
移
植
民
保
護
奨
励
施
策
の
立
案
過
程
―
」『
外
交
史
料
館
報
』

第
二
号
（
一
九
八
九
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）
外
務
省
通
商
局
第
三
課
『
移
民
運
送
船
之
研
究
』
一
九
三
〇
年
、分
類
番
号
通
三
94
（
外

務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）「
第
二
章　

現
行
我
移
民
運
送
船
ニ
関
ス
ル
特
別
法
規
ノ
概

要
」
の
「
二
、
移
民
及
旅
客
ノ
定
義
」。
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4

1905

1906

1906

1902

1902

1912
1918

移民取扱人（移民会社）変遷表
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■
戦
前
期
調
書

・
分
類
番
号 

通367　

通
商
局
「
移
民
取
扱
人
ニ
依
ル
移
民
ノ
沿
革
」

（
明
治
四
二
年
）

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号3.8.2.1　

第
一
巻
（
明
治
元
年
） 

＊
ハ
ワ
イ
行
移
民

・
分
類
番
号N

.1.4.0.6　

第
一
巻
（
明
治
四
年
） ＊
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
到
着
者

・
分
類
番
号3.8.2.5-14　

ハ
ワ
イ
行
移
民
（
明
治
一
八
〜
二
七
年
） 

＊
官
約

・
分
類
番
号3.8.2.38

（
明
治
二
六
〜
大
正
一
〇
年
）

＊
移
民
取
扱
人
経
由
・
会
社
別

・
分
類
番
号3.8.2.318

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
）＊

移
民
取
扱
人
経
由
・
会
社
別

・
分
類
番
号3.8.2.300-1-1-1

（
大
正
六
〜
一
五
年
） 

＊
ブ
ラ
ジ
ル
行
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.90

（
明
治
三
〇
〜
大
正
四
年
）

＊
移
民
取
扱
人
に
よ
ら
な
い
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.320

（
大
正
一
一
〜
一
四
年
）＊

移
民
取
扱
人
取
扱
い
・
県
別

・
分
類
番
号3.8.2.350

（
大
正
一
二
〜
一
五
年
）＊

移
民
取
扱
人
取
扱
い
・
県
別

・
分
類
番
号3.8.2.332-1

（
明
治
二
九
〜
三
〇
年
）＊

移
民
取
扱
人
経
由
・
会
社
別

・
分
類
番
号3.8.2.332-2

（
明
治
三
〇
年
） 

＊
移
民
取
扱
人
経
由
・
会
社
別

・
分
類
番
号3.8.2.332-3

（
明
治
三
〇
年
） 

＊
移
民
取
扱
人
経
由
・
会
社
別

【
外
交
史
料
館
所
蔵　

海
外
渡
航
関
連
記
録
】
※
件
名
は
省
略

①
旅
券
発
給
関
係

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
旅
券
発
給
記
録
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム 

＊
旅
券
返
納
の
記
録
を
含
む

　
　

（
マ
イ
ク
ロ
請
求
番
号　

旅
券1

〜115

、
慶
応
三
〜
昭
和
一
九
年
）

　
　

 

分
類
番
号3.8.5.2
／3.8.5.5

／3.8.5.5-1

〜12

／3.8.5.6

／3.8.5.8

／

J.2.2.0.J13-7

・
分
類
番
号3.8.5.8-1

（
明
治
二
五
〜
四
二
年
） 

＊
在
外
公
館
か
ら
の
下
付

・
分
類
番
号3.8.5.8-3

（
明
治
三
九
〜
四
一
年
） 

＊
韓
国
専
用

・
分
類
番
号3.8.5.13

（
明
治
一
六
年
〜
） 

＊
領
事
館
か
ら
手
交
の
分

・
分
類
番
号3.8.5.47

（
明
治
四
四
〜
大
正
一
五
年
）

・
分
類
番
号3.8.5.64

（
明
治
八
年
） 

＊
開
港
場
附
与

・
分
類
番
号3.8.5.65

（
明
治
一
一
〜
一
二
年
） 
＊
開
港
場
及
府
県
附
与

・
分
類
番
号3.8.5.66

（
慶
応
二
〜
三
年
） ＊
旧
政
府
ノ
節
免
状
申
受
者
姓
名
調

・
分
類
番
号3.8.5.67

（
明
治
六
〜
八
年
） 

＊
航
海
人
明
細
簿

・
分
類
番
号3.8.5.68

（
明
治
九
〜
一
一
年
） 

＊
海
外
行
免
状
表

・
分
類
番
号J.2.2.0.J4

（
昭
和
二
〜
一
九
年
）

②
渡
航
者
名
簿

■
刊
行
物

・『
日
本
外
交
文
書　

第
四
巻　

明
治
四
年
』（
項
目
二
一
）

＊
明
治
元
年
グ
ア
ム
島
行
移
民
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・
分
類
番
号3.8.2.364

（
明
治
三
六
〜
三
七
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.371

（
明
治
二
八
〜
二
九
年
） 

＊
府
県
別
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.308

（
大
正
六
〜
一
五
年
） 

＊
米
本
土
へ
の
転
航

・
分
類
番
号3.8.8.4

（
明
治
二
一
〜
大
正
一
一
年
） 

＊
密
航

・
分
類
番
号3.8.8.19
（
大
正
五
〜
一
〇
年
） 

＊
南
ア
フ
リ
カ
行

・
分
類
番
号3.8.8.20
（
大
正
五
〜
一
五
年
） 

＊
南
ア
フ
リ
カ
行

・
分
類
番
号J.1.2.0.J1-1-1
（
昭
和
二
〜
一
六
年
） 

＊
大
阪
商
船
旅
客
移
民

・
分
類
番
号J.1.2.0.J3-1-1

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
五
年
）

＊
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ペ
ル
ー
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
タ
ヒ
チ
、

　
　
　

コ
ロ
ン
ビ
ア
、
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
行
移
民

・
分
類
番
号J.1.2.0.J3-1-1-1

（
昭
和
二
〜
一
六
年
） 

＊
ブ
ラ
ジ
ル
行
移
民

■
ハ
ワ
イ
移
民
関
係
史
料

・
分
類
番
号　

布
哇
移
民-1

〜4

（
明
治
一
八
〜
二
七
年
） 

＊
官
約

・
分
類
番
号　

布
哇
移
民-5

〜7

（
明
治
九
〜
三
三
年
） 
＊
自
由
渡
航

・
分
類
番
号　

布
哇
移
民-8-1

〜10

（
明
治
三
〇
〜
三
三
年
） 
＊
会
社
扱

・
分
類
番
号　

布
哇
移
民-11

〜18

（
明
治
三
四
〜
四
三
年
） 
＊
新
移
民

■
外
務
省
茗
荷
谷
研
修
所
旧
蔵
記
録

・
分
類
番
号J24

〜J30　

中
国
行
（
昭
和
一
五
〜
一
七
年
） 

＊
渡
航
承
認
書

・
分
類
番
号J43

〜J45　

中
国
行（
昭
和
一
一
〜
二
〇
年
） 

＊
身
分
証
明
関
係

③
帰
国
者
名
簿

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号N

.1.4.0.6　

第
一
巻（
明
治
四
年
） 

＊
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
発
者

・
分
類
番
号3.8.2.331

（
明
治
二
九
〜
三
〇
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.75

（
明
治
三
一
〜
大
正
一
〇
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.323

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号J.1.2.0.J1-1-1

（
昭
和
二
〜
一
六
年
） 

＊
大
阪
商
船
旅
客
移
民

・
分
類
番
号J.1.2.0.J1-2-1

（
昭
和
二
〜
一
三
年
） 

＊
日
本
郵
船
旅
客
移
民

・
分
類
番
号A

.7.0.0.9-24-1

（
昭
和
一
六
〜
一
八
年
） 

＊
日
米
交
換
船

・
分
類
番
号A

.7.0.0.9-24-1-1

（
昭
和
一
六
〜
一
八
年
） 

＊
日
米
交
換
船

・
分
類
番
号A

.7.0.0.9-24-2

（
昭
和
一
七
〜
一
九
年
） 

＊
日
英
交
換
船

・
分
類
番
号K

.3.4.0.1

（
大
正
一
四
〜
昭
和
一
六
年
） 

＊
所
在
調
査
・
帰
国
者

■
ハ
ワ
イ
移
民
関
係
史
料

・
分
類
番
号　

布
哇
帰
国
届
（
明
治
四
一
〜
昭
和
一
六
年
） 

＊
移
民

■
外
務
省
茗
荷
谷
研
修
所
旧
蔵
記
録

・
分
類
番
号A

68

（
昭
和
一
六
〜
一
七
年
） 

＊
日
米
交
換
船

・
分
類
番
号A

69

（
昭
和
一
七
〜
一
九
年
） 

＊
日
英
交
換
船

■
戦
前
期
調
書

・
分
類
番
号　

調
査
六
1
「
米
国
事
情
（
引
揚
邦
人
報
告
）」（
昭
和
一
七
年
）

＊
日
米
交
換
船

・
分
類
番
号　

官
扱53　

 

在
敵
国
居
留
民
関
係
事
務
室
「
日
米
第
二
次
交
換

帰
国
邦
人｢

リ
ス
ト｣

」（
昭
和
一
七
年
）

 

＊
日
米
交
換
船
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・
分
類
番
号3.8.7.23-1

（
明
治
四
四
〜
昭
和
元
年
） 

＊
台
湾
人

・
分
類
番
号3.8.7.23-2

（
明
治
四
四
〜
大
正
一
五
年
） 

＊
朝
鮮
人

・
分
類
番
号3.8.7.23-3

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
） 

＊
布
哇
（
ハ
ワ
イ
）

・
分
類
番
号3.8.7.23-4

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
）

＊
羅
府
（
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
）
領
事
館

・
分
類
番
号3.8.7.23-5

（
大
正
一
〇
〜
昭
和
元
年
） 

＊
支
那
（
除
満
州
）

・
分
類
番
号3.8.7.23-6

（
大
正
一
〇
〜
昭
和
元
年
） 

＊
支
那
（
満
州
）

・
分
類
番
号3.8.7.23-7

（
大
正
一
〇
〜
昭
和
元
年
） 

＊
亜
細
亜
、
南
洋

・
分
類
番
号3.8.7.23-8

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
）

＊
欧
州
、
西
比
利
亜
（
シ
ベ
リ
ア
）

・
分
類
番
号3.8.7.23-9

（
大
正
一
〇
〜
昭
和
元
年
） 

＊
北
米
（
米
国
、
カ
ナ
ダ
）

・
分
類
番
号3.8.7.23-10

（
大
正
一
〇
〜
一
五
年
） 

＊
中
米
、
南
米

・
分
類
番
号3.8.7.23-11

（
大
正
一
〇
〜
昭
和
元
年
）

＊
桑
港
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
領
事
館

・
分
類
番
号3.8.7.23-12

（
大
正
一
二
〜
一
五
年
） 

＊
雑

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-1

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
九
年
） 

＊
中
米
、
南
米

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-2

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
九
年
）

＊
北
米
（
米
国
、
カ
ナ
ダ
）

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-3

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
九
年
） 

＊
中
国
（
除
満
蒙
）

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-4

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
九
年
） 

＊
満
蒙

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-5

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
九
年
） 

＊
亜
細
亜
、
南
洋

・
分
類
番
号K

.1.2.1.1-6

（
大
正
一
四
〜
昭
和
二
〇
年
） 

＊
欧
州

④
死
亡
者
名
簿

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号3.8.2.75

（
明
治
三
一
〜
大
正
一
〇
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.145

（
明
治
三
四
〜
大
正
五
年
） 

＊
ハ
ワ
イ
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.251
（
明
治
四
一
〜
大
正
五
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.303
〜303-21

（
大
正
六
〜
一
五
年
）

＊
移
民
、
氏
名
Ａ
Ｂ
Ｃ
順

・
分
類
番
号3.8.2.322

（
大
正
一
一
〜
一
四
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.331

（
明
治
二
九
〜
三
〇
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号3.8.2.351-1

（
大
正
七
〜
一
〇
年
） 

＊
移
民

・
分
類
番
号A

.7.0.0.9-11-3

（
昭
和
一
六
〜
二
〇
年
）

＊
各
国
（
死
亡
通
知
は
第
一
四
〜
一
六
巻
）

・
分
類
番
号J.1.2.0.J9

（
明
治
四
二
〜
昭
和
九
年
） 
＊
海
外
殉
没
者

・
分
類
番
号K

.3.5.0.1

（
大
正
一
五
〜
昭
和
戦
前
期
） 

＊
氏
名
Ａ
Ｂ
Ｃ
順

⑤
身
分
関
係
届
（
結
婚
、
出
生
、
死
亡
、
他
）

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号3.8.7.21

（
明
治
二
三
〜
大
正
一
〇
年
）

＊
明
治
三
二
〜
四
一
年
は
無
し
。
地
域
公
館
別

・
分
類
番
号3.8.7.21-1

（
大
正
七
〜
八
年
） 

＊
府
県
別

・
分
類
番
号3.8.7.23

（
大
正
一
一
年
）
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・
分
類
番
号3.8.7.22

（
明
治
四
三
〜
大
正
一
五
年
） 

＊
国
籍
離
脱
・
喪
失

・
分
類
番
号3.8.7.22-1

（
大
正
八
〜
一
五
年
） 

＊
国
籍
離
脱

・
分
類
番
号3.8.7.22-1-1

（
大
正
一
一
〜
一
三
年
） 

＊
桑
港

・
分
類
番
号K

.1.1.0.1-1

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
八
年
） 

＊
帰
化
・
国
籍
離
脱

・
分
類
番
号K

.1.1.0.1-3

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
七
年
） 

＊
国
籍
喪
失

⑥
在
留
邦
人
名
簿

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号1.6.3.24-13-18

（
第
三
巻
）（
大
正
七
年
）

＊
ロ
シ
ア
（
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
、
ス
ラ
ジ
ェ
フ
カ
）

・
分
類
番
号5.2.17.32-31

（
大
正
一
一
年
） 

＊
ロ
シ
ア
（
ス
パ
ス
ク
）

・
分
類
番
号K

.3.7.0.5

（
第
３
巻
）（
昭
和
一
九
年
七
月
、
一
二
月
） 

＊
ド
イ
ツ

・
分
類
番
号A

.7.0.0.8-6-2

（
昭
和
二
〇
年
一
月
） 

＊
ド
イ
ツ

・
分
類
番
号A

.7.0.0.9-11-3 

（
昭
和
一
六
〜
二
〇
年
）

＊
各
国
（
抑
留
者
名
簿
：
第
四
〜
一
三
巻
、
在
留
者
届
：
第
二
四
〜
三
五
巻
）

・
分
類
番
号K

.3.2.1.3

（
昭
和
戦
前
期
）

＊
キ
ュ
ー
バ
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
満
州
里

・
分
類
番
号K
.3.2.2.7

（
昭
和
一
四
年
） 

＊
日
本
人
会
・
実
業
団
体
代
表

⑦
呼
寄
せ
・
帰
国
・
営
業
等
証
明

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号3.8.2.244

（
明
治
四
一
〜
大
正
五
年
）

＊
在
オ
タ
ワ
総
領
事
館
発
給
、
呼
寄
せ
・
帰
国
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.249

（
明
治
四
一
〜
大
正
一
〇
年
）

＊
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー
領
事
館
発
給
、
呼
寄
せ
・
帰
国
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.275

（
明
治
四
四
〜
大
正
二
年
）

＊
在
米
公
館
発
給
、
呼
寄
せ
・
帰
国
・
営
業
等
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.283-1

〜283-25

（
明
治
四
五
〜
大
正
一
五
年
）

＊
在
外
公
館
発
給
、
各
種
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.286

（
明
治
四
五
〜
大
正
一
〇
年
）

＊
在
外
公
館
発
給
、
各
種
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.289

（
大
正
九
〜
一
〇
年
）

＊
在
外
公
館
発
給
、
呼
寄
せ
・
帰
国
・
営
業
等
証
明

・
分
類
番
号3.8.2.338-1

（
大
正
一
四
〜
一
五
年
）

＊
在
マ
サ
ト
ラ
ン
領
事
館
、
各
種
証
明

・
分
類
番
号J.2.2.0.J3

〜J3-38

（
大
正
一
五
〜
昭
和
一
六
年
）

＊
在
外
公
館
発
給
、
各
種
証
明

⑧
実
業
者
名
簿

■
戦
前
期
調
書

・
分
類
番
号 

通137

、
通181

〜197

（
明
治
三
九
〜
昭
和
一
四
年
）

＊
海
外
日
本
実
業
者
之
調
査

■
戦
前
期
外
務
省
記
録

・
分
類
番
号3.4.6.5-1

（
大
正
九
〜
一
三
年
）
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＊
在
支
本
邦
人
ノ
企
業
及
貿
易
調
査
ノ
件

・
分
類
番
号3.4.6.5-1-1

（
大
正
一
一
〜
一
二
年
）

＊
在
支
本
邦
人
ノ
企
業
及
貿
易
調
査
ノ
件　

満
州

・
分
類
番
号K

.3.7.0.4

（
昭
和
五
年
） 

＊
在
外
本
邦
実
業
者
調
査
一
件

・
分
類
番
号K

.3.7.0.4-1

（
昭
和
九
〜
一
四
年
）

＊
在
外
本
邦
実
業
者
調
査
一
件　

年
報
ノ
部

・
分
類
番
号K

.3.7.0.4-2
（
昭
和
一
〇
〜
一
一
年
）

＊
在
外
本
邦
実
業
者
調
査
一
件　

調
書
ノ
部

な
お
、「
海
外
日
本
実
業
者
之
調
査
」「
在
外
本
邦
実
業
者
調
」
は
、
当
館
所
蔵
の

欠
落
部
分
も
含
め
て
、
外
務
省
通
商
局
編
『
海
外
日
本
実
業
者
の
調
査
』
全
八
巻

（
明
治
三
六
〜
昭
和
一
四
年
）
と
し
て
不
二
出
版
か
ら
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

■
外
務
省
茗
荷
谷
研
修
所
旧
蔵
記
録

・
分
類
番
号K

4

（
昭
和
一
八
年
）

＊
日
本
人
会
並
邦
人
実
業
団
体
調
査
関
係
一
件　

在
石
門
本
邦
実
業
者
調

本
リ
ス
ト
は
、
外
交
史
料
館
の
開
館
間
も
な
い
時
期
よ
り
当
館
で
閲
覧
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業

務
に
従
事
し
て
き
た
内
藤
和
寿
氏
（
元
閲
覧
室
長
）
が
整
理
し
た
関
係
記
録
リ
ス
ト
を
底
本

と
し
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。


